
告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
熊
谷
銀
座
店 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
銀
座
二
丁
目
二
百
二
十
六
番
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

・ 

近
隣
住
民
へ
の
店
舗
の
営
業
時
間
等
に
つ
い
て
の
周
知
、
丁
寧
な
対
応
を
お
願
い
し
ま

す
。 

・ 

沿
道
利
用
す
る
う
え
で
の
地
元
対
策
に
は
万
全
を
期
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
お
り 

ま
す
の
で
、
御
配
慮
願
い
ま
す
。
特
に
開
店
ま
も
な
く
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で

佐
谷
田
線
等
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
環
境
の
確
保
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

・ 

店
舗
周
辺
の
道
路
が
、
市
立
熊
谷
東
小
学
校
及
び
市
立
富
士
見
中
学
校
の
通
学
路
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

・ 

本
件
届
出
に
お
い
て
は
、
「
平
均
的
な
状
況
を
呈
す
る
日
に
お
け
る
等
価
騒
音
レ
ベ
ル

の
予
測
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
根
拠
」
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
住
宅
地
が
隣
接
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
操
業
の
時
間
等
騒
音
発
生
に
つ
い
て
十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
荷
捌
き
車
両
停
車
中
及
び
駐
車
場
で
は
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
を
励
行
し
、

発
生
苦
情
に
対
し
て
は
誠
実
に
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

・ 

廃
棄
物
の
排
出
抑
制
に
一
層
取
り
組
ま
れ
る
と
共
に
、適
正
処
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
九
号


